
○藤井寺市立市民総合会館条例施行規則
平成14年６月28日規則第29号

藤井寺市立市民総合会館条例施行規則
藤井寺市立市民総合会館条例施行規則（昭和48年藤井寺市規則第24号）の全部を改正する。
（趣旨）
第１条　この規則は、藤井寺市立市民総合会館条例（平成14年藤井寺市条例第12号。以下「条例」という。）の施行に
関し必要な事項を定めるものとする。
（開館時間）
第２条　藤井寺市立市民総合会館（以下「会館」という。）の開館時間は、午前９時から午後10時までとする。ただし、
特別の事由がある場合は、これを延長し、又は短縮することができる。
（休館日）
第３条　会館の休館日は、木曜日及び12月29日から翌年の１月３日までの日とする。ただし、市長が必要と認めた場
合は、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

一部改正〔平成24年規則46号・令和５年60号〕
（使用許可の申請）
第４条　条例第６条の規定により会館の使用許可を受けようとする者は、当該施設の使用時間区分に従って、市民総
合会館使用許可申請書（様式第１号）を提出しなければならない。

２　前項の申請の時期は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めるものについては、この限りでな
い。
(１)　大ホール、中ホール、小ホール（各ホールとも控室として使用する場合の会議室を含む。）及び市民ギャラリー
ア　前項の申請を書面により行う場合　使用の日の１年前の日から
イ　前項の申請を市長が別に定める電子情報処理組織等を使用する方法により行う場合　アに定める日の翌日
から

(２)　その他の施設
ア　前項の申請を書面により行う場合　使用の日の６月前の日から
イ　前項の申請を市長が別に定める電子情報処理組織等を使用する方法により行う場合　アに定める日の翌日
から

３　前２項の規定にかかわらず、ロッカーの使用許可を受けようとする者は、１月（月の初日からその末日までをいい、
１月に満たないときは、１月とする。ただし、２日以上連続して使用する日数に１日の使用料を乗じて得た額が１月の
使用料未満となった場合はこの限りではない。）又は１日（午前９時から午後10時までをいう。ただし、２日以上連続
して使用するときはこの限りではない。）の使用単位に従って、指定管理者が定める期間に、市民総合会館ロッカー
使用許可申請書（様式第２号）を指定管理者に提出しなければならない。

一部改正〔平成17年規則21号・21年19号・22年29号・25年12号・26年34号・令和２年３号〕
（使用の許可）
第５条　指定管理者は、前条第１項の規定による申請について適当と認めたときは、当該施設の使用時間区分に従
って、市民総合会館使用許可書（様式第３号）を申請者に交付する。

２　指定管理者は、前条第３項の規定による申請について適当と認めたときは、当該ロッカーの使用単位に従って、市
民総合会館ロッカー使用許可書（様式第４号）を申請者に交付する。

３　前項の許可は、使用期間が６月を超えるものは許可しない。
一部改正〔平成17年規則21号・21年19号・22年29号・26年34号〕

（使用許可の変更）
第６条　条例第６条の規定により会館の使用許可を受けた者（以下「使用者」という。）は、その使用について変更しよ
うとするときは、市民総合会館使用許可変更取消申請書（様式第５号）に前条の規定により交付を受けた使用許可
書を添えて指定管理者に提出し、市民総合会館使用許可変更許可書（様式第６号）によりその許可を受けなければ
ならない。

２　前項の申請については、大ホール、中ホール、小ホール及び市民ギャラリーの使用については使用の日前７日ま
で、その他の施設の使用においては使用の日前日までに、申請しなければならない。

３　第１項の申請は、１回に限るものとする。
４　使用者は、使用について変更許可を受けたときは、当該変更に係る追加の使用料を直ちに納付しなければならな
い。

５　前各項の規定にかかわらず、天災地変その他使用者の責めによらない事由により、使用許可を変更して施設を使
用させることが適当と認められるときは、指定管理者は使用者の申出により使用許可の変更を承認することができ
る。

全部改正〔令和２年規則５号〕
（使用許可の取消し）
第７条　使用者は、使用許可の取消しの申出をするときは、市民総合会館使用許可変更取消申請書（様式第５号）に
第５条の規定により交付を受けた使用許可書を添えて指定管理者に提出するものとする。

追加〔令和２年規則５号〕
（使用時間及び超過使用等）
第８条　使用時間は、使用許可を受けた時間内とし、本来の使用目的に要する時間のほか、その準備及び後始末に
要する一切の時間を含めるものとする。

２　使用時間の延長は、会館の運営上支障がない場合のみ許可するものとする。
３　使用者は、使用時間の延長について許可を受けたときは、当該延長に係る規定の使用料を直ちに納付しなければ
ならない。

一部改正〔平成17年規則21号・22年29号・令和２年５号〕
（使用料の減免）



第９条　条例第13条により使用料を減免することができるのは、次の各号のいずれかに該当する場合とし、減免する
額は当該各号に定める額とする。
(１)　市の執行機関が主催する事業で使用するとき　全額
(２)　その他市長が特に必要と認めるとき　市長が別に定める額

追加〔令和２年規則５号〕
（使用料の還付）
第10条　使用料の還付を受けようとする者は、市民総合会館使用料還付請求書（様式第７号）を指定管理者に提出し
なければならない。

２　第６条第１項の使用許可の変更の許可により生じる既納使用料については還付は行わない。ただし、附属設備使
用料にかかる過納額は、この限りでない。

３　第６条第１項の規定により、使用許可の変更の許可を受けた者については、その後の使用許可の取消しによる還
付は行わない。ただし、天災地変その他使用者の責めによらない事由による取消しの場合は、この限りでない。

一部改正〔平成17年規則21号・21年19号・22年29号・26年34号・令和２年５号〕
（保証金を納付させることができる範囲）
第11条　条例第15条に定める保証金を納付させることができる範囲は、次のとおりとする。
(１)　使用者が入場料を徴収する場合において、使用申請時にその入場料が未確定の場合
(２)　使用者が特別の設備を設ける場合
(３)　許可を受けて会館を目的外に使用する場合
(４)　前３号に掲げるものを除くほか、指定管理者が必要とする場合

一部改正〔平成17年規則21号・22年29号・令和２年５号〕
（使用者の遵守事項）
第12条　使用者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
(１)　施設の収容定員を超えないこと。
(２)　入場者の安全を確保すること。
(３)　会館内外の秩序維持のため、指定管理者の指示に従って必要な責任者及び整理員を置くこと。
(４)　許可なく物品等の展示若しくは販売又は広告類の掲示若しくは配布をしないこと。
(５)　許可なく所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(６)　許可なく館内に張り紙、くぎ打ち等をしないこと。
(７)　許可を受けた器具以外の器具を使用しないこと。
(８)　設備の準備、後始末又は原状回復を行う場合は、全て指定管理者の指示に従うこと。
(９)　入館者に対して次条の規定を遵守させること。

２　使用者は、前項に定めるもののほかロッカーについては次に掲げる事項を守らなければならない。
(１)　ロッカーに次に掲げるものを収納しないこと。
ア　現金、有価証券、貴重品又は重要書類
イ　揮発性物質又は爆発物等の危険物
ウ　銃砲刀剣類
エ　法令等により所持が禁止されているもの
オ　盗品その他犯罪により得られたもの
カ　臭気を発するもの、腐敗変質しやすいもの又は不潔なもの
キ　ロッカーを汚損又は破損するおそれのあるもの
ク　生き物
ケ　その他指定管理者が収納に適さないと認めるもの

(２)　鍵を複製しないこと。
(３)　その他指定管理者の指示に従うこと。

３　指定管理者は、使用者が前項の規定を遵守しないとき又は使用許可期限までにロッカーの収納物を撤去しないと
きは、当該ロッカーを強制開扉し、収納物の撤去、処分等を行うことができる。

一部改正〔平成17年規則21号・22年29号・25年12号・26年34号・令和２年５号〕
（入館者の遵守事項）
第13条　入館者は、条例で定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
(１)　所定の場所以外で火気を使用し、又は喫煙をしないこと。
(２)　館内を不潔にしないこと。
(３)　騒音、放歌、暴力等他人に迷惑をかける行為をしないこと。
(４)　所定の場所以外に出入りしないこと。
(５)　前各号に掲げるものを除くほか、指定管理者の指示に従うこと。

一部改正〔平成17年規則21号・22年29号・令和２年５号〕
（冷暖房の実施期間）
第14条　冷暖房の実施期間は、次のとおりとする。ただし、必要に応じ変更することができる。
(１)　冷房期間　５月から10月まで
(２)　暖房期間　11月から４月まで

一部改正〔平成17年規則21号・21年19号・22年29号・令和２年５号〕
（ホール、会議室等の定員）
第15条　ホール、会議室等の定員は、別表のとおりとする。ただし、会館の運営上支障がなく、特に必要と認めたとき
は、この限りでない。

一部改正〔平成17年規則21号・22年29号・令和２年５号〕
（委任）
第16条　この規則に定めるもののほか、会館に関し必要な事項は、別に定める。

一部改正〔平成17年規則21号・22年29号・令和２年５号〕



附　則
（施行期日）

１　この規則は、平成14年７月１日から施行する。
（藤井寺市立市民総合会館分館条例施行規則の廃止）

２　藤井寺市立市民総合会館分館条例施行規則（昭和47年藤井寺市規則第16号）は、廃止する。
附　則（平成17年10月14日規則第21号）

この規則は、公布の日から施行する。ただし、指定管理者を指定するまでの間の施設の管理（第４条第２項の改正
規定を除く。）については、なお従前の例による。

附　則（平成21年５月29日規則第19号）
この規則は、平成21年６月１日から施行する。
附　則（平成22年６月30日規則第29号）

この規則は、平成22年７月１日から施行する。
附　則（平成24年12月25日規則第46号）

この規則は、平成25年４月１日から施行する。
附　則（平成25年３月28日規則第12号）

この規則は、平成25年４月１日から施行する。
附　則（平成26年３月31日規則第１号）

この規則は、平成26年４月１日から施行する。
附　則（平成26年７月１日規則第34号）

この規則は、公布の日から施行する。
附　則（令和２年３月11日規則第３号）

この規則は、令和２年４月１日から施行する。
附　則（令和２年３月26日規則第５号）

この規則は、令和２年４月１日から施行する。
附　則（令和４年３月28日規則第28号）

この規則は、令和４年４月１日から施行する。
附　則（令和５年10月３日規則第60号）

この規則は、令和６年４月１日から施行する。
別表（第15条関係）

区分 定員

本館

人
大ホール 1,400
小ホール 250
小会議室Ａ 24
小会議室Ｂ 24
小会議室Ｃ 24
小会議室Ｄ 24
小会議室Ｅ 24
中会議室Ａ 50
中会議室Ｂ 50
多目的室 50
フリールーム 30
和室Ａ 20
和室Ｂ 20
絵画教室 20
音楽教室 50
料理教室 24

別館

中ホール 400
会議室301 18
会議室302 12
会議室303 12
会議室304 12
会議室305 66
会議室307 30
会議室308 33

一部改正〔平成17年規則21号・22年29号・25年12号・令和２年５号・４年28号・５年60号〕
様式第１号（第４条関係）



全部改正〔令和５年規則60号〕
様式第２号（第４条関係）



追加〔平成26年規則34号〕
様式第３号（第５条関係）



全部改正〔令和５年規則60号〕
様式第４号（第５条関係）



追加〔平成26年規則34号〕
様式第５号（第６条、第７条関係）



全部改正〔令和５年規則60号〕
様式第６号（第６条関係）



全部改正〔令和５年規則60号〕
様式第７号（第10条関係）



全部改正〔令和４年規則28号〕


